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平成２６年度平成２６年度平成２６年度平成２６年度    第２回宇部市特別職報酬等審議会会議録（要約第２回宇部市特別職報酬等審議会会議録（要約第２回宇部市特別職報酬等審議会会議録（要約第２回宇部市特別職報酬等審議会会議録（要約））））    

 

●日 時 平成２６年１０月２２日（水） １０時００分～１２時１５分 
●場 所 宇部市社会福祉会館 ２階 ボランティアセミナールーム（大） 
●出席者 
・出席委員８名 

千葉 泰久   （宇部商工会議所 会頭）※会長 
伊藤 一統  （NPO法人 うべネットワーク 理事長） 
小川 知子  （国際ソロプチミスト宇部 会長） 
尾中 恵子  （宇部地区漁協女性部 部長） 
蔵田 晃一  （（社）宇部青年会議所 理事長） 
鈴川 享靖  （連合山口中部地域協議会宇部地区会議 代表） 
福田 幸三  （宇部市自治会連合会 会長） 
脇 和也    （（株）宇部日報社 代表取締役社長） 

 

 ・欠席委員２名 
  近本 佐知子 （弁護士）※会長職務代理 
  新田 芙美恵 （山口宇部農業協同組合 理事） 
 

・事務局 
日髙  正嗣    （総務管理部長） 
藤崎 昌治    （総務管理部次長） 
平山  純子   （総務管理部職員課長） 
大畑  秀幸   （総務管理部職員課長補佐） 
島田  伸弘  （総務管理部職員課給与厚生係長） 
上村 圭二   （総務管理部職員課人事研修係長） 
杉原  和明  （総務管理部職員課主任） 
川本 満隆   （総務管理部職員課主任） 

 

◎議 事 
１１１１    追加資料の説明及び質疑応答について追加資料の説明及び質疑応答について追加資料の説明及び質疑応答について追加資料の説明及び質疑応答について    
 

（事務局） ＜追加資料として「資料５～１５」を配付＞ 
      【資料５】各委員からのご意見（要約） 
      【資料６】指標として考えられる項目と活用するにあたっての留意点 
      【資料７】経常収支比率及び財政力指数の推移 
      【資料８】標準財政規模の推移 
      【資料９】財政健全化法に基づく財政指標 
      【資料１０】個人市民税納税義務者１人当たり給与所得の推移 
      【資料１１】人口の推移 
      【資料１２】県内市ラスパイレス指数の推移（平成21年度～平成25年度） 
      【資料１３】県内１３市 議案件数 
      【資料１４】行政委員会に関する資料 
      【資料１５】行政委員の報酬支給形態の見直し（月額支給から日額支給）による増減額 
 

（会 長） 配付資料に関して何か意見はありますか。 
 

（委 員） 宇部市の財政状況と特別職の報酬のバランスが取れていれば良いと考えています。 
 

（会 長） 指標として考えられる項目を事務局がまとめていますので資料の説明をお願いします。 
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（事務局） ＜資料６から資料１３の説明～約１４分＞ 
 

（会 長） 前回の審議会での質問等を踏まえて資料を作成してもらっています。資料９の実質公債
費比率と将来負担比率が良くなっている要因は何ですか。 

 

（事務局） 一番大きな要因は新規の公債発行を抑えていることです。また、余裕があるときに繰り
上償還に努めています。このようにして、公債費の額が減少していることが主な要因です。 

 

（会 長） 県内他市も同様ですか。 
 

（事務局） どこの自治体も改善傾向にあります。 
 

（会 長） 県内市の人口推移では下松市のみ増加しています。要因は何ですか。 
 

（事務局） 下松市に問い合わせましたが、明確な回答はいただけませんでした。 
 

（会 長） 下松市は、人口が増加している一方でラスパイレス指数は最も高い。下松市はかつて財
政再建団体であったが、危機感を持って財政健全化に取り組み財政状況を改善しています。
同市の取り組みはまちづくりの参考になるかも知れません。問い合わせるだけでなく、調
査することも必要です。 

 

（委 員） 実質公債費比率と将来負担比率が改善していますが、その要因は歳入に対する歳出を抑
え、その分を償還に充てているということですか。 

 
（事務局） 市の税収は減少傾向にありますが、事務事業の見直しや特定財源の確保に努めており、

このような状況になっているものと考えています。 
 
（会 長） 前回からの審議の中で指標は３つに集約されると思います。１つ目は類似団体との比較、

２つ目は能力や資質の評価、３つ目は社会情勢や市の現状の考慮です。民間企業であれば
会社の業績が上向いた時や、幹部が目標を達成した場合などは報酬を増額する、というよ
うに基準がはっきりしています。 
本審議会としては、まずは誰が市長となっても変わらない「宇部市の市長」として基準

となる報酬額を設定し、それに加えて実績を評価すべきか否かという考え方はいかがでし
ょうか。 

 
（委 員） 民間企業と行政はイコールではなく、行政は住民サービスの向上が評価基準の１つだと

考えます。宇部市の市長としての報酬額の基準はどの程度なのか、結果的には類似団体等
との比較となるのではと思いますが、市長が代わると基準を変えるのか、という課題はあ
ります。民間企業の様にＡ～Ｄのランクを設定して考えていく必要性もあると考えます。 

 
（会 長） 例えばＡ～Ｅの５段階評価とし、まず標準のＣを決めて、実績によりＡ、Ｂとする、又

はＤ、Ｅとするという方法もあります。どのような功績があっても評価が同じであればモ
チベーションも上がらないのではないでしょうか。事務局はいかがですか。 

 
（事務局） そのような考え方もあると思います。ただ、市長が代わったときに、この成果は前市長

の実績か現市長の実績かといったことや、審議会は２年に１回の開催としていますがその
間はどのように考えるのか、といった課題がありますので、実績を評価するというのは非
常に難しい面があるのではないかと思われます。 
また、個々人を評価するよりは、「宇部市長」としての報酬額を定めることに妥当性があ

ると考えます。 
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（会 長） つまり、標準的な額を定めるということですね。標準的な額をＣとして評価が良ければ
Ｂとするが、市長が代わった時にはＣからスタートすることとなる。ただ、その評価をす
る際に、市長のマニフェストの実績を考慮するのか、マニフェストのみをもって市政全般
を網羅しているとは言い難いのではないか等々、いろいろと考えると議論の収束が困難に
なります。 

 
（委 員） 他市はどの様にしているのですか。 
 
（事務局） 審議会を定期的に開催し、他自治体の動向を参考にしていると思います。 
 
（会 長） 指標として類似団体との比較、能力や実績の評価、社会情勢の変化や市の現状、の３点

を考える上では資料はほぼ揃っています。それをどう読み解くかが課題です。今後の指標
としては、類似都市として瀬戸内海の工業都市が参考になるかも知れません。 

 
（委 員） 以前の審議会は、いかに報酬額を上げるかということを審議していました。しかしなが

ら財政状況等により報酬額を上げることが困難となってからは審議会の開催を見送って
きた経緯があります。それは報酬額をいかに下げるかということを審議しないといけなく
なったからであり、下げるルールがありませんでした。しかしながら、行政に対する住民
の眼も厳しくなり、審議会を再開せざるを得なくなり、現在に至っているのではないでし
ょうか。現在はまさに下げるためのルールづくりをしている最中であります。簡単なのは
国が基準を示すことですが、それでは地方の自主性が損なわれます。資料は十分揃ってい
ますが、これを持って市民が納得する結論を導き出すのは困難です。したがって、市の財
政状況が良い方向に向かっているのか又は悪い方向に向かっているのか、その程度によっ
て報酬額を考えていくことが現実的だと思います。 
また、資料の中で気になるのが人口の減少よりも納税義務者が減少している点です。同

様に、納税義務者１人当たりの給与所得も減少しています。いろいろな角度から議論をし
ていくことが必要です。例えば今回は現状維持としても、厳しい現状は認識して附帯意見
として２年後の状況を見て判断するという方法もあります。 

 
（会 長） この審議会は報酬額を下げることが目的ではありませんが、市の財政の健全化は重要で

す。特別職の報酬額を多少増減しても市の財政状況に影響は少ないと思いますが、意識的
な影響は大きいはずです。 

 
（委 員） その通りです。例えば市長の報酬額を０．１％下げるという答申をした場合、市の財政

状況全般からすればその額自体の影響は少ないのですが、下げるという姿勢を示すことは
重要であり、様々な面に影響があると思います。そう考えると、この審議会の役割は大変
重要であると思います。 

 
（委 員） 現状でも市長や副市長は自主的な減額により随分下げていると思いますが。 
 
（会 長） 自主的な減額をしていますが、先程申した標準的な額とは自主的な減額前の額を定めよ

うということです。 
 
（委 員） 消費税が上がった時のことも考慮する必要があるのでしょうか。税収にも影響があると

思われますが。 
 
（会 長） 今後も人口減少、税収減等が想定される状況の中で、宇部市が消滅するようなことがあ

ってはなりません。世の中の流れとして状況が良くなることは考え難いため、全体を締め
ることも大切です。第１回目の審議会の中で、これまで特別職の報酬等に直接ラスパイレ
スを反映させたことはないということでした。ラスパイレス指数をみると、国より高く、
県内市でも３番目となっている。ラスパイレス指数が１００を超えているから特別職の報
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酬等も下げるとはなりませんが、現状をきちんと把握し、危機感を持ち、ラスパイレス指
数が高いということも財政を健全化する上で、市全体として考えていくことは重要である
と考えます。 

 
（委 員） ラスパイレス指数は市民感覚として最も分かりやすいものです。職員の給与が高いので

あれば首長の給料も高いのではないかと思うこともあるのではないのでしょうか。自治体
数が山口県と同程度の県で山口県ほどラスパイレス指数が１００を超えている自治体が
多い県はないと思います。 

 
（委 員） ラスパイレス指数は年齢構成等によっても異なります。暗にラスパイレス指数を基準に

することはいかがかと考えます。 
 
（委 員） 一概にラスパイレス指数により特別職の報酬を増減するということではありません。全

国的にみて山口県内の自治体は高い傾向にあり、特別職も横並びで高いのかという感覚に
なります。 

     実態は異なるのかもしれませんが、仮にそうであるならば、この審議会で議論することは
重要ではないでしょうか。  

 
（委 員） 現在、市内ふれあいセンター職員は全て嘱託職員ですが、市の行政サービス、また、職

員は大変良くしていただいています。財政面等を考えると人件費を抑制することも重要で
あり、現状を考えると仕方がないと思います。 
報酬等の額については、宇部市としてのプライド、体面を保つことも重要ですが、一方

で将来の人口推移を念頭に置かないといけません。 
 
（会 長） これまでの議論からすると、全体としては今回、報酬額は据え置きという方向です。た

だし、人口減少、税収減、ラスパイレス指数、経常収支比率などマイナスの要素もあり、
健全な財政運営も市長の重要な役割です。２年後に開催する際には、これらの要素を改善
していただきたいということを意見として加える答申内容とする方向でまとめたいと思
います。 

 
（委 員） 今回の審議で報酬額については据え置きか引き下げの方向であると考えます。 

今後、財政状況が改善するか否かは今後の市の努力によるところが大きいと思います。審
議会の方向性として、ラスパイレス指数を指標の一つとすることは良いのですが、財政状
況が悪くなっていくイコール、ラスパイレス指数も下げていくことが市長の役割とすると
いうことを答申内容に挙げるというのは疑問です。 
 

（委 員） 答申内容に挙げるのではなく、審議の中の一つの要素としたということを会議録に記す
ということであり、答申内容に挙げるということではありません。今回、審議の中でラス
パイレス指数も議論の際に参考としたということです。財政状況が良くなれば、ラスパイ
レス指数が高くなっても良いということではありません。また、特別職の報酬に直接ラス
パイレス指数が関わるということではないのです。 

 
（会 長） 民間企業でも労使が話し合い、業績が良ければ社員の給料が上がり、悪ければ下がりま

す。民間企業は最悪の場合倒産します。市も同様であり、市職員も危機感を持つことが重
要であるということが、今回、審議会で議論となったことは事務局として記録しておくこ
とが必要です。 

 
（委 員） １０年前と比較して職員数、人件費は減っています。ラスパイレス指数は高いですが、

職員への支出は減ってきており、一方で財政規模は増えています。ということは、職員１
人当たりの仕事量の負担は大きくなっているのではないでしょうか。その辺りで首長の待
遇と釣り合っているのかは考える必要があります。 
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（会 長） 非正規職員で対応していることもあるのではないでしょうか。市民へのサービスという
点においては正規職員を減らしても対応出来たということも考えられます。審議会の議論
とは少し離れるかもしれませんが、市の取組について、いろんな事を意識し、危機感を持
っていくことが必要であるということは審議会として主張しても良いのではないでしょ
うか。 

 
（委 員） 職員数が減ることで市民へのサービスが低下していませんか。行政改革で職員を減らし、

また、税収が減るということは、本来、市が行うべき事務が自治会などの任意団体がボラ
ンティアという形で行っていることがあるのではないでしょうか。嘱託化などにより財政
の健全化に努めることは重要ですが、結果的に行政サービスの質の低下、範囲が狭まるこ
とがあるのではないかと思います。市民感情と職員感情は異なることがあるため、トップ
の役割には社員のモチベーションをいかに上げていくかということもあります。 

 
（委 員） 本審議会が財政状況まで踏み込むことは困難だと思います。市民としては市の活性化と

財政健全化の２本柱についてはしっかり行って欲しいという思いではないでしょうか。 
特別職の報酬額については、市としてのプライドもあり、他自治体との均衡も重要です。 

 
（会 長） 第１回目の審議会でも議論しましたが、ある程度、他自治体との均衡はとれているとい

う感触でした。様々な資料が用意されていますが、個々の数値を議論しても混乱するので
はないでしょうか。全体としては２年前と比較しても変動要素が見当たらないため報酬額
は据え置き、ただし、様々なリスクを考える必要がある、そのような内容で、答申のたた
き台を作成するということで考えたいと思います。 

 
（委 員） 本審議会は、市長以外に副市長、議員の議論も必要なのではないでしょうか。 
 
（委 員） 基本的には市長と副市長、議員はセットではないかと思います。それぞれ別々とするの

であれば、その根拠を明確にすることが必要となります。 
 
（委 員） 市長、副市長と議員は勤務実態も異なるため、整理しておくことが必要と考えます。 
 
（会 長） 議長、副議長、議員について、ご意見はありますか。 
 
（委 員） 市民感情としては少し高いと思います。他自治体では日額化の動きもあります。 
 
（委 員） よく活動される議員とそうでない議員の差があるのではないでしょうか。次回の選挙で

市民が判断することとなるとは思いますが。 
 
（委 員） 議会も議会だよりの発行など変わってきていますが、議会が開催される日以外の活動が

見え難いところがあります。選ばれた議員にも責任がありますが、選んだ市民にも責任が
あるということを市民もよく認識することが必要です。 

 
（委 員） 議会も定数削減するなど行っていますが、議会改革では議会基本条例を制定するなど山

陽小野田市が進んでいます。ある議会改革度調査でも全国で上位となっています。山口市
も同様の条例があります。宇部市は議会改革ということでは遅れているかもしれませんが、
それを報酬に反映させるかというと疑問です。基本は類似団体や財政状況となるのではな
いでしょうか。 

 
（会 長） 県内市では、議長は下関市、山口市に次いで３番目、副議長、議員は下関市に次いで２

番目となっています。 
 
（委 員） 私は年に１回は議会を傍聴していますが、傍聴している市民が少ないです。市民が議会
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に関心を持つことも大切です。 
 
（委 員） 議員の仕事について質的な評価は困難と思われます。市長と同様に、議員についても報

酬額は据え置きとするが、次回の審議会につなげるためにも今後、基準を定めて、様々な
要因を答申に盛り込むということではいかがでしょうか。 

 
（委 員） 確かに質的な評価というのは困難だと思います。また、議会の活動日数や議案件数を指

標とするのは疑問です。市民１人当たりの負担額は県内市の中で高くないことから、据え
置きでも良いと考えます。 

 
（委 員） 報酬額を下げると立候補する者がいなくなるのではないでしょうか。 
 
（委 員） 議員定数を減らすということは、どういうことなのですか。 
 
（委 員） 議員数を削減すると、議員１人当たりの市民の声を聴く範囲が増えることとなります。

報酬総額は減りますが、本来、議員は市民の声をしっかり聴いて議会で市長と議論すると
いう議員の役割があり、それが疎かになる恐れがあります。山陽小野田市で議論されてい
るのはそこが論点です。 

 
（委 員） 議員数を減らすと支持母体を持つ者が有利になります。そうなると偏った声を聴くこと

が多くなります。議員数を減らさないのであれば報酬額を下げるということになりますが、
まだ下げるまでは必要ないのではないでしょうか。 

 
（委 員） 現在は、様々な団体や地域から選出され、ある程度バランスもとれているため、議員数

を減らす必要はないと思います。問題は報酬額ですが、今回は据え置きでも良いと思いま
す。 

 
（会 長） 議員については、報酬額を下げたときに自主減額を止めているという経緯がありますが、

本来の適正な額を審議する際に自主減額については考慮しないということで、今回は据え
置きの方向で考えたいと思います。 

      次に、行政委員の報酬について、事務局から資料の説明をお願いします。 
 
（事務局） ＜資料１４、１５の説明～約１２分＞ 
 
（会 長） 行政委員に関して前々回の審議会において、山口県の日額化に引き続き、農業委員会を

除いて支給形態を日額制としました。前回の審議会では監査委員が議論となりましたが、
働く環境を整備するということで、日額制は継続するという経緯があります。県内他市の
状況はどうなっていますか。 

 
（事務局） 山陽小野田市は一部の行政委員について日額化としています。 
 
（会 長） 日額化は県からの指導等があったのですか。 
 
（事務局） それはありません。 
 
（会 長） なぜ県内他市は月額のままなのですか。 
 
（委 員） 本市が日額化した後に、月額制も容認する最高裁の判決がでました。その影響が大きい

と考えられます。 
 
（会 長） 山口県は判決後に日額制を見直す動きはありますか。 
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（事務局） 山口県は日額制を維持しています。 
 
（会 長） 識見の監査委員は税理士としての仕事もしている中で、監査委員として市役所に赴き執

務室で仕事をすることも困難であり、大部分は自身の事務所で監査の仕事をしていると思
われます。そうであれば、膨大な資料を監査することは、しっかりと腰を据えて取り組む
必要があり、日額制では仕事に身が入らないのではないかとも考えられます。 
税理士というプロフェッショナルな監査委員は月額制に戻すことも議論しても良いので

はないでしょうか。 
 
（委 員） 交通費は支給されているのですか。 
 
（事務局） 通常の会議等は日額に含まれていますが、出張する場合などは旅費を別途支給していま

す。 
 
（会 長） 前回の審議では、県内でも先駆けて日額制としたこと、また、ボランティア精神もある

程度必要ということで日額制を維持した経緯があります。 
 
（委 員） 他の行政委員との兼ね合いも考えないといけません。プロフェッショナルと言えば、他

の委員にも言えるのではないでしょうか。 
 
（会 長） 事務局で何か参考になることはありますか。 
 
（事務局） 地方自治法では基本は日額となっています。日額としないことも出来ますが、再び月額

制とするには一定の判断基準が必要と考えます。前々回の審議会の議論の中では月の活動
日数が１０日以上の場合は月額という議論もありました。また、判例も１つの判断基準と
なると思われます。大阪高裁では月５日以上の勤務であれば月額でも問題ない旨の判決が
出ています。 

 
（会 長） 次回はそれらの資料の準備をお願いします。 
 
 
２２２２    第第第第３３３３回審議会日程等について回審議会日程等について回審議会日程等について回審議会日程等について    
    

（会 長） 次回の開催ですが、１１月２７日（木）午後２時から、宇部市役所本庁にて開催したい
と考えていますが、委員の皆さんいかがでしょうか。 

 

―― 委員から特に異議なし ―― 
 

―― 次回開催日時は１１月２７日（木）午後２時からとする。―― 
 

審議会終了時刻  １２時１５分 
 

以上 
 
    


